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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　a) ポリオレフィン樹脂と、米糠と、セルロースナノファイバーを、水の存在下に前記
ポリオレフィン樹脂が熱流動し且つ前記米糠に含まれる澱粉がα化して熱可塑化する温度
で水蒸気の解放を行いながら混練し、該熱流動温度以下に冷却して固化することにより樹
脂ペレットを得る第１工程と、
　b) 前記樹脂ペレットをインフレーション成形により熱流動下に押出し、延伸して薄膜
化する第２工程と
を有し、
　前記米糠が中白糠であることを特徴とする米糠フィルムの製造方法。
【請求項２】
　前記セルロールナノファイバーが、水酸基の一部を化学修飾したセルロースナノファイ
バーからなることを特徴とする請求項１に記載の米糠フィルムの製造方法。
【請求項３】
　前記セルロールナノファイバーが、水酸基の一部が多塩基酸モノエステル化されたセル
ロースナノファイバーからなることを特徴とする請求項２に記載の米糠フィルムの製造方
法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の製造方法により得られる米糠フィルム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、米糠を用いた食品の鮮度保持用のフィルム及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米は日本国内で広く栽培されている農作物の一つであり、主食として食される他、酒や
味噌、菓子といった食品の主原料・副原料として利用されている。近年、生活スタイルの
変化等の理由から米の消費量が減少し、供給過剰な状態が続いている。供給過剰となった
米（過剰米）は家畜の飼料として利用されるが、それでも過剰な米は一定期間備蓄された
後、廃棄される。過剰米の廃棄量を減らすため、食用や飼料以外の用途が模索されている
。
【０００３】
　その一つとして、米を熱可塑性樹脂であるポリオレフィン樹脂に配合して成形加工品を
製造することが提案されている（特許文献１～５）。米のようなバイオマス原料を配合す
ることにより、化石燃料から製造される熱可塑性樹脂の使用量を減らすことができる。
【０００４】
　また、米、特に米糠には、γ－オリザノールやフェルラ酸、フィチンといった抗菌作用
、抗酸化作用を有する成分が含まれることが知られている（特許文献６～１０）。従って
、米（米糠）を配合することにより、得られる成形加工品に抗菌作用や抗酸化作用を付加
することができる。特に、野菜や魚介類等の生鮮食品の保存に用いられるフィルムやシー
トにおいては、米糠を配合することにより生鮮食品の鮮度保持作用が期待できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特関2005-330402号公報
【特許文献２】特開2006-021502号公報
【特許文献３】特開2007-169615号公報
【特許文献４】特開2008-296569号公報
【特許文献５】特開2009-057531号公報
【特許文献６】特開平09-040613号公報
【特許文献７】特開2003-040709号公報
【特許文献８】特開2007-110945号公報
【特許文献９】特開2012-153799号公報
【特許文献１０】特開2012-188574号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　抗菌作用、抗酸化作用に優れたフィルムやシートを得るためには、ポリオレフィン樹脂
に対する米糠の配合量を増やすことが望ましい。ところが、米糠を配合すると、ポリオレ
フィン樹脂成形品の強度が低下するため、米糠の配合量を増やすことには限界があり、十
分な鮮度保持作用を発現させることができなかった。
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、ポリオレフィン樹脂に米糠を配合して得られるフィ
ルムにおいて、抗菌作用、抗酸化作用を高めつつ、強度の低下を抑えることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために成された本発明に係る米糠フィルムの製造方法は、
　a) ポリオレフィン樹脂と、米糠と、セルロースナノファイバーを、水の存在下に前記
ポリオレフィン樹脂が熱流動し且つ前記米糠に含まれる澱粉がα化して熱可塑化する温度
で水蒸気の解放を行いながら混練し、該熱流動温度以下に冷却して固化することにより樹
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脂ペレットを得る第１工程と、
　b) 前記樹脂ペレットをインフレーション成形により熱流動下に押出し、延伸して薄膜
化する第２工程と
　を有することを特徴とする。
【０００９】
　米糠は玄米の精米過程で除去される部分である。稲の種子である籾から籾殻を除いたも
のが玄米である。玄米の組織は、果皮、種皮、胚及び胚乳からなり、胚乳は、外層の糊粉
層及び内層の澱粉貯蔵組織からなる。また、果皮及び種皮の部分を赤糠という。玄米の各
組織の質量割合は、外側から、赤糠が５～７％、胚が２～３％、胚乳が９０～９３％であ
る。
【００１０】
　一般に、玄米の精米度合は精米歩合で表現される。精米歩合とは玄米質量に対する白米
質量の割合をいい、式（１）で示される。
　　式（１）： 精米歩合（％）＝ (白米質量÷玄米質量)×１００
【００１１】
　米飯用の米は、玄米を９０％程度の精米歩合で精米したものが使用され、このとき玄米
から除去される部分が赤糠である。通常、市場に流通する米糠の多くは赤糠から成る。一
方、玄米を９０～７５％程度の精米歩合で精米する際に発生する米糠は中白糠（９０～８
５％程度の精米歩合のものを中糠、８５～７５％程度の精米歩合のものを白糠という）、
７５～５０％程度の精米歩合で精米する際に発生する米糠は上白糠と呼ばれる。清酒醸造
には通常７５～５０％程度の精米歩合で精米した米が用いられている。本発明では、赤糠
、中白糠、上白糠のいずれを用いても良いが、赤糠は、中白糠及び上白糠に比べて抗酸化
成分であるγ－オリザノールやフェルラ酸の含有率が高いが、液状脂質の含有率が高いた
めフィルム強度の低下や表面のべたつきの原因となる。また、易酸化性脂質、タンパク質
、その他不純物の含有率も高く、加熱加工工程での着臭・着色が大きい。従って、本発明
では、米糠として中白糠を用いることが好ましい。
【００１２】
　また、ポリオレフィン樹脂に配合する米糠は、通常の精米過程で得られる粒径が100～1
000μmのものを用いることができるが、篩い分けによって500μm以上の粒径部分を除去し
たものを用いることが好ましい。さらに、微粉化処理を施したより微細な粒径のものを用
いることにより、得られるフィルムの表面粗さが小さくなり、良質なフィルムを得ること
ができる。
　米糠は、得られるフィルムが鮮度保持効果を発現し、かつ、実用上問題ない強度を示す
量を配合する。配合量は、得られるフィルムの重量当たり通常5～50重量％、好ましくは1
0～30重量％である。
【００１３】
　また、セルロールナノファイバーとして、水酸基の一部が多塩基酸モノエステル化され
たセルロースナノファイバーを用いることが好ましい。多塩基酸モノエステル化すること
により、セルロースナノファイバーが親油性を有するようになる。このため、セルロース
ナノファイバーをポリオレフィン樹脂に均一に分散させることができ、加工性が向上する
。
　セルロールナノファイバーは米糠の配合によって低下するポリオレフィンフィルムの強
度を補うに必要十分な量を配合する。セルロールナノファイバーの配合量は、得られるフ
ィルムの重量当たり通常0.01～2重量％、好ましくは0.05～1重量％である。　
【発明の効果】
【００１４】
　ポリオレフィン (polyolefin) はオレフィン類やアルケンをモノマーとして合成される
ポリマーの総称であり、具体的にはポリエチレンやポリプロピレンが挙げられる。ポリオ
レフィン樹脂は安価でかつ機械的特性に優れるため、成形加工品の材料として幅広い分野
で使用されている。また、セルロースナノファイバーは、植物の基本骨格をなす物質であ
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り、軽量且つ高強度であることが知られている。本発明では、このような性質を有するセ
ルロースナノファイバーを米糠と共にポリオレフィン樹脂に配合したため、米糠を配合し
たことによるフィルムの強度低下を抑えることができる。
　また、本発明では、ポリオレフィン樹脂と、米糠と、セルロースナノファイバーの混合
物を樹脂ペレットにしたため、インフレーション、射出、押出などの各種成形を容易に行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】病原性大腸菌（Escherichia coli ATCC 43895（血清型O157:H7、ペロ毒素I及びI
I型産生株））に対する抗菌力試験の結果を示し、（ａ）はＣＰ－１を用いたフィルム、
（ｂ）はＣＰ－０を用いたフィルムに接種してから２４時間経過後の写真。
【図２】病原性大腸菌（Escherichia coli RIMD 05092028（血清型O111:HNM、ペロ毒素I
及びII型産生株））に対する抗菌力試験の結果を示し、（ａ）はＣＰ－１を用いたフィル
ム、（ｂ）はＣＰ－０を用いたフィルムに接種してから２４時間経過後の写真。
【図３】胡瓜スライスを市販ポリエチレン袋に入れて冷蔵庫で保存したときと、米糠袋に
入れて冷蔵庫に保存したときの結果を示す写真。
【図４】玉葱スライスを市販ポリエチレン袋に入れて冷蔵庫で保存したときと、米糠袋に
入れて冷蔵庫で保存したときの結果を示す写真。
【図５】ホウレン草を市販ポリエチレン袋に入れて冷蔵庫で保存したときと、米糠袋に入
れて冷蔵庫で保存したときの結果を示す写真。
【図６】リンゴを市販ポリエチレン袋に入れて室温下で保存したときと、米糠袋に入れて
室温下で保存したときの結果を示す写真。
【図７】バナナを市販ポリエチレン袋に入れて室温下で保存したときと、米糠袋に入れて
室温下で保存したときの結果を示す写真。
【図８】豚肉を市販ポリエチレン袋に入れて冷蔵庫で保存したときと、米糠袋に入れて冷
蔵庫に保存したときの結果を示す写真。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、ポリオレフィン樹脂と、米糠と、セルロースナノファイバーを、水の存在下
に前記ポリオレフィン樹脂が熱流動する温度で水蒸気の解放を行いながら混練し、該熱流
動温度以下に冷却して固化することにより樹脂ペレットを得る第１工程と、前記樹脂ペレ
ットを熱流動下に押出し、延伸して薄膜化する第２工程とを有する米糠フィルム及び該フ
ィルムの製造方法である。
　なお、第2工程では第1工程で得た樹脂ペレットに他のポリオレフィン樹脂ペレットを追
加混合して使用することもできる。
　また、本発明では、フィルム状、シート状の樹脂成形品を併せて「フィルム」と呼ぶこ
ととする。
【００１７】
　本発明の製造方法においては、通常の押出、射出、インフレーション、及びブロー成形
等で使用されている任意のポリオレフィン樹脂を用いることができ、例えばエチレン、プ
ロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘキセン、及び1-オクテン等のホモ重合
体及び共重合体、多段重合体等が挙げられる。前記重合体の例としては、低密度ポリエチ
レン、線状低密度ポリエチレン、中密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、アイソタク
ティックポリプロピレン、アタクティックポリプロピレン、エチレン－プロピレンランダ
ム共重合体、ポリブテン、エチレンプロピレンラバー等が挙げられる。
【００１８】
　本発明で使用するポリオレフィン樹脂は１種類に限らず、上記したホモ重合体及び共重
合体、多段重合体の群から選んだ複数種のポリオレフィンを混合して使用することができ
る。ただし、本発明は、抗菌作用、抗酸化作用を有する高強度なフィルムを得ることを目
的とするため、融点が、米糠に含まれるγ－オリザノールやフェルラ酸、フィチンといっ
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た抗菌作用、抗酸化作用を有する成分を熱劣化させない範囲にあり、且つ、フィルム加工
性（薄膜化加工性）に優れた、高強度なポリオレフィン樹脂が好ましい。このようなポリ
オレフィン樹脂としては、エチレンープロピレンランダム共重合体、低密度ポリエチレン
さらには線状低密度ポリエチレンを主成分とするポリオレフィン樹脂が挙げられる。
【００１９】
　本発明において、セルロースナノファイバーは、ポリオレフィン樹脂に分散された状態
で繊維径がナノオーダーとなるものを用いることが好ましい。また、繊維表面に存在する
水酸基の一部が多塩基酸モノエステル化されたセルロースナノファイバーは、親油性が向
上するため、ポリオレフィン樹脂中における均一分散性が高くなる。このため、上記の多
塩基酸モノエステル化されたセルロースナノファイバーを米糠と共にポリオレフィン樹脂
に配合すれば容易に混練することができる。また、得られた樹脂ペレットのシート化も容
易に行うことができる。さらに、多塩基酸モノエステル化した後、ヒドロキシプロピル化
等の二次処理を施すと、より一層、分散性が向上する。従って、セルロースナノファイバ
ーとして化学修飾セルロースナノファイバーを用いれば、一層優れた機械的特性、熱的特
性を有するフイルムを製造することができる。
【００２０】
　本発明の米糠フィルムは単層フィルム、多層フィルムのいずれでも良い。多層フィルム
の場合、少なくとも一層にセルロースナノファイバーが含まれていれば良い。また、多層
フィルムの場合、全てに米糠が含まれている必要はなく、例えば食品の包装用フィルムの
場合は、食品と接する側の層に米糠が含まれていれば良い。
【００２１】
　以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらの実施例等により
何ら限定されるものではない。
【実施例】
【００２２】
（セルロースナノファイバーの製造例）
　セルロース微粉末（日本製紙ケミカル（株）製KC-フロックW-400G）に水を加え、５重
量％スラリーとし、湿式微粒化装置（（株）スギノマシン製作所製の「スターバースト（
旧アルティマイザー）HJP-25080」）による処理（２４０～２４５ＭＰａでの対向衝突処
理）を行い、乳白色のセルロースナノファイバーの水分散液を製造した。得られた分散液
のスラリー濃度は０．５１重量％であった。これをＣＮＦ－１とする。
【００２３】
（化学修飾セルロースナノファイバーの製造例－１）
　乾燥重量で１００ｇ相当分のセルロース粉末（日本製紙ケミカル(株)製 KC-フロックW-
400G）と無水コハク酸５．０ｇを５００ｍＬ容加圧型ニーダー（(株)森山製作所製「MixL
ab」）に秤取り１４０℃で４０分混練し、半エステル化反応を行った。反応後、アセトン
抽出を行って未反応物を除去し、乾燥した。秤量により、４．１％の重量増加を認めた。
　上記の反応物をセルロースナノファイバーの製造例と同様に湿式微粒化装置によって処
理し、無水マレイン酸修飾セルロースナノファイバーの水分散液を製造した。得られた分
散液のスラリー濃度は０．５２重量％であった。これをＭＣＮＦ－１とする。
【００２４】
（化学修飾セルロースナノファイバーの製造例－２）
　化学修飾セルロースナノファイバーの製造例－１における無水コハク酸を無水マレイン
酸に変えた以外は同様の処理を行い、無水マレイン酸で半エステル化したセルロース粉末
を得た。反応による重量増加率は４．０％であった。得られた半エステル化物を用いて同
様のスターバースト処理によりスラリー濃度０．５１％の水分散液を製造した。これをＭ
ＣＮＦ－２とする。
【００２５】
（化学修飾セルロースナノファイバーの製造例－３）
　セルロース微粉末試料としてＭｅｒｃｋ社製のアビセル（製品名）、化学修飾剤として
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無水コハク酸５．０ｇを５００ｍＬ容加圧型ニーダー（(株)森山製作所製「MixLab」）に
秤取り１４０℃で４０分混練し、半エステル化反応を行った。反応後、アセトン抽出を行
って未反応物を除去し、乾燥した。秤量により、４．２％の重量増加を認めた。
　続いて、上記の反応物をセルロースナノファイバーの製造例と同様に湿式微粒化装置に
よって処理し、無水コハク酸修飾セルロースナノファイバーの水分散液を製造した。得ら
れた分散液のスラリー濃度は０．５０重量％であった。これをＭＣＮＦ－３とする。
【００２６】
（複合樹脂ペレットの製造例－１）
　線状低密度ポリエチレン樹脂（日本ポリエチレン(株)製、ノバテックＬＬ UF420）（以
下、線状低密度ポリエチレン樹脂を「ＬＬＤＰＥ」とも表記する。）８０重量部、中白糠
２０重量部、セルロースナノファイバーの製造例で得たＣＮＦ－１を２０重量部、相溶化
剤として無水マレイン酸変性ポリプロピレン（三洋化成(株)製、ユーメックス1001）３重
量部を予備混合した後に、混練装置として二軸押出機（型式：KZW25TWIN、（株）ＴＥＣ
ＨＮＯＶＥＬ製、スクリュー径４８ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝６０、ベントポート１箇所（水蒸気解
放機構、大気圧へ水蒸気を解放するタイプ））を用いて、シリンダー温度１４０～１８０
℃、スクリュー回転数１９０回転にて混練した。混練に続いて、１７０℃に設定されたス
トランドダイより前記混練組成物を直径約３ｍｍのチューブ状に水中に押出し、約４mm長
にペレタイズ化の後、高温除湿乾燥し、中白糠配合ポリエチレン複合樹脂ペレットを得た
。これをＣＰ－１とする。なお、本製造例で用いた線状低密度ポリエチレン樹脂のペレッ
トをＣＰ－０とする。
【００２７】
（ナノファイバー無配合複合樹脂ペレットの製造例）
　ＣＮＦ－１を水に変えた以外は全てＣＰ－１と同じ処理を行い、セルロースナノファイ
バー未配合で相溶化剤配合の中白糠配合ポリエチレン複合樹脂ペレットを得た。これをＣ
Ｐ－１－０とする。
【００２８】
（複合樹脂ペレットの製造例－２）
　中白糠に代えて赤糠を使用した以外は全てＣＰ－１と同様の処理を行い、赤糠配合ポリ
エチレン複合樹脂ペレットを得た。これをＣＰ－２とする。
【００２９】
（複合樹脂ペレットの製造例－３）
　中白糠に代えて白糠を使用した以外は全てＣＰ－１と同様の処理を行い、白糠配合ポリ
エチレン複合樹脂ペレットを得た。これをＣＰ－３とする。
【００３０】
（複合樹脂ペレットの製造例－４）
　線状低密度ポリエチレン樹脂（日本ポリエチレン(株)製、ノバテックＬＬ UF420）８０
重量部、中白糠２０重量部、化学修飾セルロースナノファイバーの製造例－１で得たＭＣ
ＮＦ－１を２０重量部、無水マレイン酸変性ポリプロピレン（三洋化成(株)製、ユーメッ
クス1001）３重量部を予備混合した後に、ＣＰ－１と同様の処理を行い、中白糠配合ポリ
エチレン複合樹脂ペレットを得た。これをＣＰ－４とする。
【００３１】
（複合樹脂ペレットの製造例－５）
　ＭＣＮＦ－１の配合量を６０重量部に変更した以外は全てＣＰ－４と同様の処理を行い
、化学修飾ナノファイバーを０．２５重量％含有する中白糠配合ポリエチレン複合樹脂ペ
レットを得た。これをＣＰ－５とする。
【００３２】
（複合樹脂ペレットの製造例－６）
　ＭＣＮＦ－１に代えてＭＣＮＦ－２を使用した以外は全てＣＰ－４と同様の処理を行い
、中白糠配合ポリエチレン複合樹脂ペレットを得た。これをＣＰ－６とする。
【００３３】
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（複合樹脂ペレットの製造例－７）
　ＭＣＮＦ－１に代えてＭＣＮＦ－３を使用した以外は全てＣＰ－４と同様の処理を行い
、中白糠配合ポリエチレン複合樹脂ペレットを得た。これをＣＰ－７とする。
【００３４】
（複合樹脂ペレットの製造例－８）
　エチレンプロピレンランダム共重合体（ウィンテックWSX02：日本ポリプロ(株)製）６
０重量部、中白糠４０重量部、セルロースナノファイバーの製造例で得たＭＣＮＦ－１を
４０重量部、無水マレイン酸変性ポリプロピレン（三洋化成(株)製、ユーメックス1001）
３重量部を予備混合した後に、混練装置として二軸押出機（型式：KZW25TWIN、(株)ＴＥ
ＣＨＮＯＶＥＬ製、スクリュー径４８ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝６０、ベントポート１箇所（水蒸気
解放機構、大気圧へ水蒸気を解放するタイプ））を用いて、シリンダー温度１４０～１８
０℃、スクリュー回転数１９０回転にて混練した。混練に続いて、１７０℃に設定された
ストランドダイより前記混練組成物を直径約３ｍｍのチューブ状に水中に押出し、約４ｍ
ｍ長にペレタイズ化の後、高温除湿乾燥し、中白糠配合ポリエチレン複合樹脂ペレットを
得た。これをＣＰ－８とする。
【００３５】
（インフレーションフィルムの製造例－１）
　上記した複合樹脂ペレットの製造例で得られた樹脂ペレットのうちＣＰ－８以外の樹脂
ペレットを用いて空冷インフレーションフィルムの成形を行った。インフレーションフィ
ルムの成形は、スクリュー口径７５ｍｍφの押出機に設けたダイスリップ口径１２０ｍｍ
φのダイスからバブルを押出し、ブローアップ比３．０で目標厚み４０μｍにてフィルム
を引取速度３０ｍ／分、６０ｍ／分及び８０ｍ／分で行った。ダイス温度１７０℃、冷却
風温度２０℃である。
【００３６】
（インフレーションフィルムの製造例－２）
　複合樹脂ペレットの製造例で製造した複合樹脂ペレットＣＰ-８を５０重量部、線状低
密度ポリエチレン樹脂（日本ポリエチレン(株)製、ノバテックＬＬ UF420）５０重量部を
予備混合した後、インフレーションフィルムの製造例－１と同様の操作を行い、ポリエチ
レン／ポリプロピレン／中白糠複合のインフレーションフィルムを製造した。
【００３７】
　インフレーションフィルムの製造例１及び製造例２で得られたフィルムに含まれる米糠
、ＣＮＦ、相溶化剤を表１にまとめて記載する。また、引取速度の違いによるインフレー
ション成形性の評価結果を示した。なお、表１では、線状低密度ポリエチレン樹脂を「LL
DPE」、エチレンプロピレンランダム共重合体を「PP」と表記する。表１におけるＣＰ－
８のインフレーション成形性は、インフレーションフィルムの製造例－２で製造した樹脂
ペレットＣＰ-８／ＣＰ－０（５０／５０）混合フィルムの結果を示している。
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【表１】

　表１から分かるように、ＣＮＦを含有しないＣＰ－１－０、及び赤糠を用いたＣＰ－２
ではインフレーション成形性が不良あるいは不可であったが、それ以外の樹脂ペレットは
いずれも良好であった。
【００３８】
　次に、各複合樹脂ペレットを用いてフィルム引取速度６０ｍ／分にて製造し、得られた
インフレーションフィルムのフィルム特性及び抗菌活性を以下の試験方法により評価した
。
＜フィルム特性評価＞
(Ａ）フイルムの最大点応力：JISK7127・2に準じて測定した。
(Ｂ）破壊伸び：JISK7127・2に準じて測定した。
(Ｃ）引き裂き強さ：JISK7128・2に準じて測定した。
【００３９】
　尚、複合樹脂ペレットとしてＣＰ－１－０、及び、ＣＰ－２を用いた場合、連続フィル
ム成型が困難であった為、フィルム引取速度３０ｍ/分での成形で比較的良好に得られた
部分を選択して評価に供した。
【００４０】
＜抗菌性試験＞
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　JIS Z 2801の試験方法にて、フィルム表面の抗菌活性を評価した。評価には黄色ぶどう
球菌Staphylococcus aureus NBRC 12732、及び、大腸菌Escherichia coli NBRC 3972を用
いた。抗菌活性は、市販のポリエチレンフィルムを対照試料とし、対照試料と試験試料の
細菌接種培養後の生菌数の対数値の差を抗菌活性値として評価した。また、ＣＰ－１を用
いたフィルムに関しては、ＣＰ－０を用いたフィルムを対照として、同様の方法にて2種
の病原性大腸菌に対する抗菌力も評価した。用いた菌株はEscherichia coli ATCC 43895
（血清型O157:H7、ペロ毒素I及びII型産生株）、及び、Escherichia coli RIMD 05092028
（血清型O111:HNM、ペロ毒素I及びII型産生株）である。
【００４１】
　以上の評価結果及び試験結果を、図１、図２及び表２に示す。図１及び図２は、ＣＰ－
１、ＣＰ－０を用いたフィルムに、2種の病原性大腸菌を接種してから24時間経過後の様
子を示す。表２には各樹脂ペレットを用いて製造されたフィルムの厚さも併せて記載する
。なお、表２におけるＣＰ－８の結果は、インフレーションフィルムの製造例－２で製造
した樹脂ペレットＣＰ-８／ＣＰ－０（５０／５０）混合物を用いたフィルムの結果を示
している。　
【００４２】
　図１及び図２に示すように、病原性大腸菌に対する抗菌力試験において、ＣＰ－１を用
いたフィルムでは、２種の大腸菌のいずれについても、24時間後の大腸菌は‘検出せず’
（大腸菌が存在しないか、若しくは検出限界以下）であった。一方、ＣＰ－０を用いたフ
ィルムでは２種のいずれについても多数の大腸菌が検出された。
【００４３】

【表２】

　表２から、米糠配合ポリエチレン複合樹脂ペレットを用いたフィルムは、いずれも米糠
が配合されていない樹脂ペレット（ＣＰ－０）を用いたフィルムに比べて優れた抗菌活性
を示すことが分かる。一方、米糠配合ポリエチレン複合樹脂ペレットのうちセルロースナ
ノファイバーを配合したＣＰ－１、ＣＰ－３～ＣＰ－８を用いたフィルムは、ＣＰ－０を
用いたフィルムと同程度の最大点応力、伸び、引き裂き強度を示したが、セルロースナノ
ファイバを配合していないＣＰ－１－０及び米糠として赤糠を配合したＣＰ－２は、最大
点応力、伸び、引き裂き強度の全てがＣＰ－０よりも大きく劣っていた。
　以上より、米糠を配合したことによるフィルム特性の低下は、セルロースナノファイバ
ーの配合によって十分補うことができることが分かった。また、米糠としては赤糠よりも
中白糠を用いることによりフィルム特性の低下を小さく抑えることができることが分かっ
た。
【００４４】
　なお、十分な実証はできていないが、上記した製造例で得られた米糠フィルムが優れた
抗菌、抗酸化作用を有するのは次のような理由からと思われる。
　すなわち、各製造例では、水の存在下で行われる第１工程、及び水の不存在下で行われ
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る第２工程を経て米糠フィルムを得ている。
　第１工程では水の存在下で行われるため、米糠の主構成成分である澱粉はα化された熱
可塑性の状態となっており、ポリオレフィン樹脂、米糠共に可塑化された状態で混練され
る。
　一方、第２工程は水不在下で行われるため、澱粉が熱可塑化されていない状態で、連続
相を成すポリオレフィンが熱可塑化してペレットが熱流動する温度で押し出される。この
際、高極性で凝集力の強い澱粉はポリオレフィンの連続相内部に独自の凝集相を形成して
存在し、延伸の際にポリオレフィン部分のみが延伸薄膜化される。このため、澱粉凝集相
がある程度フィルム表面の近傍に出て、それに含まれる抗菌、抗酸化機能が発現されると
考えられる。
【００４５】
　次に、樹脂ペレットＣＰ－３から製造されたフィルムを使って袋を作製し（以下、「米
糠袋」という）、この米糠袋について、鮮度保持実験及び消臭効果確認実験を行った。
【００４６】
＜鮮度保持実験＞
　米糠袋及び市販のポリエチレン袋に種々の食品を入れ、冷蔵庫で保存したとき、及び室
温で保存したときの様子を観察した。その結果を図３～図８に示す。
　図３の写真は、胡瓜スライスを市販ポリエチレン袋に入れて冷蔵庫で保存したときと、
米糠袋に入れて冷蔵庫に保存したときの結果を示している。
　図４の写真は、玉葱スライスを市販ポリエチレン袋に入れて冷蔵庫で保存したときと、
米糠袋に入れて冷蔵庫で保存したときの結果を示す。
　図５の写真は、ホウレン草を市販ポリエチレン袋に入れて冷蔵庫で保存したときと、米
糠袋に入れて冷蔵庫で保存したときの結果を示す。
　図６の写真は、リンゴを市販ポリエチレン袋に入れて室温下で保存したときと、米糠袋
に入れて室温下で保存したときの結果を示す。
　図７の写真は、バナナを市販ポリエチレン袋に入れて室温下で保存したときと、米糠袋
に入れて室温下で保存したときの結果を示す。
　図８の写真は、豚肉を市販ポリエチレン袋に入れて冷蔵庫で保存したときと、米糠袋に
入れて冷蔵庫に保存したときの結果を示す。
　いずれの食品についても、米糠袋に入れて保存したときの方が、長期間鮮度が保持され
た。
【００４７】
＜消臭効果確認実験＞
　米糠袋及び市販のゴミ袋（いずれもサイズは650mm×800mmとする）に以下の表３に示す
成分から成る生ゴミを入れて保存し、時間の経過と共に発生する臭気を複数の被験者によ
り判定した。
【表３】

　その結果を表４に示す。



(11) JP 6317903 B2 2018.4.25

10

20

【００４８】
【表４】

【００４９】
　表４から、被験者の全員が、市販のゴミ袋よりも米糠袋の方が臭気の発生が少ないと感
じたことが分かる。
【００５０】
　ＣＰ－１を用いたフィルムに関し、（社）繊維評価技術評議会・消臭加工繊維製品認証
基準・機器分析実施マニュアルに基づき消臭性能試験を実施した。評価に用いたガスはア
ンモニア、酢酸、硫化水素、メチルメルカプタン、トリメチルアミン、インドールであり
、ガス初期濃度はそれぞれ１００、５０、４、８、２８、約３３ｐｐｍである。２時間後
のガス濃度を測定し、減少率を消臭性能として評価した。減少率はアンモニア２７％、酢
酸７６％、硫化水素１０．５％、メチルメルカプタン７．５％、トリメチルアミン５．０
％、インドール８９．２％であった。このことから、ＣＰ－１を用いたフィルムは、特に
酢酸、インドールの消臭性に優れることが分かる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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